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暮
ら
し
の
情
報

　

不
妊
に
悩
む
ご
夫
婦
に
対
す
る
不
妊

治
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
治
療　

指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
受

け
た
体
外
受
精
ま
た
は
顕
微
授
精
（
凍

結
卵
・
胚
を
使
用
し
た
治
療
を
含
む
）

　

▽
凍
結
保
存
料
は
、
非
対
象
で
す
。

　

▽
採
卵
に
至
ら
な
い
場
合
、非
対
象
で
す
。

対
象
者　

　

○
福
岡
県
内
に
お
住
ま
い
の
ご
夫
婦

○
夫
お
よ
び
妻
の
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
７
３
０
万
円
未
満
の
ご
夫
婦

助
成
内
容　

　

○
１
回
の
治
療
に
つ
き
上
限
額
15
万
円　

　
（
一
部
の
治
療
は
上
限
が
７
万
５
千
円
）

　

○
１
年
度
目
は
年
３
回
ま
で
、
２
年

　

度
目
以
降
は
年
２
回
を
限
度

　

○
通
算
５
年
度
、
10
回
を
限
度

申
請
期
間　

治
療
が
終
了
し
た
日
の
属

す
る
年
度
内
（
３
月
31
日
）
ま
で

問
合
先　

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

事
務
所 

健
康
増
進
課 

健
康
推
進
係

　

☎
２
９
・
０
２
７
７

　

　

今
年
度
、
治
療
法
の
開
発
な
ど
、
カ

ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
研
究
を
更
に

推
進
す
る
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
認
定
患

者
を
対
象
と
し
た
健
康
実
態
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

県
か
ら
調
査
に
関
す
る
通
知
が
届
い

て
い
な
い
認
定
患
者
の
方
で
、
調
査
に

ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
、
福
岡
県
保

健
衛
生
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

方
に
は
、
国
か
ら
健
康
調
査
支
援
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
油
症
発

生
当
時
の
同
居
家
族
で
、
一
定
の
基
準

を
満
た
し
た
方
が
、
昨
年
か
ら
新
た
に

認
定
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
申
請
は

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

福
岡
県 

保
健
衛
生
課

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
８
０

　

カ
ネ
ミ
油
症
健
康
実
態
調
査

不
妊
治
療
助
成
費
に
つ
い
て

生
活
・
雇
用

【
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
実
施
】

　

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

養
育
費
な
ど
の
生
活
上
の
問
題
に
関
す

る
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。（
要
予
約
）

日　

時　

７
月
17
日
㈬　

13
時
～
15
時

場　

所　

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

　

事
務
所　
（
飯
塚
市
新
立
岩
八
ー
一
）

【
パ
ソ
コ
ン
講
習
会
開
催
】　

日　

時　

９
月
10
日
～
24
日
（
う
ち
平

　

日
８
日
間
）　

18
時
～
21
時

場　

所　

飯
塚
市
立
岩
公
民
館

　
（
飯
塚
市
新
飯
塚
二
十
ー
三
十
）

対　

象　

県
内
（
福
岡
市
、
北
九
州
市

を
除
く
）
に
お
住
ま
い
の
母
子
家
庭
の

母
、
父
子
家
庭
の
父
、
ま
た
は
か
つ
て

母
子
家
庭
だ
っ
た
寡
婦
で
、
就
職
あ
る

い
は
転
職
を
希
望
し
て
い
る
方

受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
は
自
己

　

負
担
）

そ
の
他　

託
児
あ
り
（
要
予
約
）

申　

込　

申
込
書
に
記
入
の
上
、
８
月

　

21
日
ま
で
に
送
付

【
就
業
支
援
に
つ
い
て
】

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
た
就
業
支

援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

対　

象　

桂
川
町
在
住
の
母
子
家
庭
の

　

母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
（
い
ず
れ

　

も
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
）

日
時
・
場
所

　

○
平
日　

桂
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

　
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」　

９
時
～
17
時　

　

○
日
曜
日　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

　
（
春
日
市
原
町
三
ー
一
ー
七
）

　

９
時
～
16
時

【
養
育
費
の
電
話
相
談
業
務
に
つ
い
て
】

　

母
子
・
父
子
家
庭
ま
た
は
離
婚
協
議

中
の
方
を
対
象
に
、
養
育
費
に
関
す
る

電
話
相
談
業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
平
日
９
時
～
16
時
）

【
申
込
・
問
合
先
】

　

福
岡
県
母
子
家
庭
就
業
・
自
立
支
援
セ

　

ン
タ
ー 

飯
塚
ブ
ラ
ン
チ

　

☎
２
１
・
０
３
９
０

　

桂
川
町
役
場 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・

　

女
性
係
（
ひ
ま
わ
り
の
里
）

　

☎
６
５
・
０
０
０
１

母
子
・
父
子
家
庭
の
み
な
さ
ま
へ
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